
第３６号議案 

令和３年度品川区一般会計補正予算（厚生委員会所管分） 

手話の理解促進について

１．目 的 

  「品川区手話言語条例」について、第 2回区議会定例会への上程に併せて、

条例の周知と手話への理解を図り、手話を必要とする方が意思疎通が図られ、

安心して生活できる地域社会を目指す。 

２．事業内容 

 （１）広報しながわ臨時号の発行 （１０月２１日発行） 

（２）品川区手話言語条例制定の周知および手話の理解促進ＰＲ動画制作 

３．補正予算額   ３,９６９千円 

  ＜歳出＞ 

（１）広報しながわ臨時号の発行 １，８９７千円 

（２）ＰＲ動画制作        ２，０７２千円 

厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

福 祉 部 障 害 者 福 祉 課
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第３６号議案 

令和３年度品川区一般会計補正予算（厚生委員会所管分）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について 

1. 概要 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、社会福祉協議会からの新たな

特例貸付が利用できない世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

（以下「自立支援金」という。）が創設された。就労による自立を図るため、また、そ

れが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために自立支援金を支給する。 

2. 対象者および主な支給要件 

(1) 対象者 

社会福祉協議会の総合支援資金（特例）の再貸付が終了、または不承認になった世帯

などで一定の収入資産要件、求職活動等要件を満たす世帯（生活保護世帯除く）。 

(2) 収入要件 

下記①と②の合計額を超えないこと。 

① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の 1/12 

② 生活保護の住宅扶助基準額 

(東京都特別区の目安：単身世帯 13.8 万円、2人世帯：19.4 万円、3人世帯：24.1 万円) 

(3) 資産要件 

世帯の預貯金の合計額が収入要件①に 6を乗じて得た額以下であること。 

＊ただし、100 万円を超えないこと 

(東京都特別区の目安：単身世帯 50.4 万円、2人世帯：78 万円、3人世帯：100 万円) 

(4) 求職活動等要件 

公共職業安定所に求職の申込をし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが 6月 

以上の労働契約による就職を目指し、月 1回以上、自立相談支援機関の支援を受ける 

等求職活動を行うこと。または生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていな 

い状態にあること。 

3. 支給額等 

(1) 支給額

単身世帯:月額 60,000 円 2 人世帯:月額 80,000 円 3 人以上世帯:月額 100,000 円 

(2) 支給期間

3ヶ月 

(3) 申請受付期間 

令和 3年 7月 15 日～8月末まで 

厚 生 委 員 会 資 料
令 和 3 年 7 月 6 日
福 祉 部 生 活 福 祉 課
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補正予算額（想定申請者数１，６６４世帯） 

(1) 歳出 ３９０，８０５千円【国庫負担（１０／１０）】

① 事業費 ３５５，４４０千円 

② 事務費  ３５，３６５千円 

(2) 歳入   ３９０，８０５千円【新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金】

5．申請方法 

  対象者が収入・資産の状況が分かる書類等を添付し申請する（原則郵送申請）。 

申請先：品川区役所生活福祉課 生活困窮者自立支援金担当 

（第２庁舎３階作業室１、暮らし・しごと応援センター隣） 

6．周知方法 

広報しながわ掲載、および対象者へ個別案内予定 



第 36 号議案 

令和３年度品川区一般会計補正予算（厚生委員会所管分） 

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの増設について 

１ 概況 

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの回線の規模は、当初１５から２５回線を

想定していた。しかし、５月の７５歳以上の高齢者予約の混雑状況を受け、回線の増強の必

要性を判断した。これに伴い、増設にかかる予算について増額を図る。 

２ 内容

６月１４日から ８月１４日（２か月）・・・７５回線増設し１００回線

８月１５日から１０月１５日（２か月）・・・３５回線増設し ５０回線

３ 補正予算額

≪歳出≫

３５９，３７０千円（委託料）

≪歳入≫

３５９，３７０千円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（10/10）

厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

品川区保健所保健予防課



第３６号議案

令和 3年度品川区一般会計補正予算（厚生委員会所管分） 

自殺対策支援事業について 

１．自殺未遂者等支援事業（寄り添い型支援事業） 

(1) 事業概要

自殺未遂者に特化した相談窓口を設け、自殺未遂者へ早期に介入して寄り添い型

の支援を行うことで、自殺企図の背景にある問題点を明らかにし、必要な医療や 

経済的支援、福祉サービス、相談支援機関へつなげることにより、自殺未遂者の  

再企図防止を図る。

 (2) 主な対象

▶ 自殺未遂をした区民またはその家族

▶ 自殺未遂者に対応した医療、保健、福祉等関係機関

 (3) 実施方法及び開始時期

  事業委託、令和 3 年 8 月

(4) 事業の内容

▶ 自殺未遂者への支援

自殺未遂者に対し、本人了解の元、下記の支援を行う

・ 電話や面接による相談対応

・ 保健所、福祉事務所、その他関係機関と連携調整し、必要な支援に繋げる

・ かかりつけ医との受診調整や、受診先の調整

・ 必要な場合、支援機関や医療機関への同行

・ 再企図の可能性が低くなるまで、継続的なサポートを実施

▶ 未遂者支援関係機関への支援

救急医療機関や支援機関等からの未遂者への対応に関する相談に対し、  

具体的な対応や助言、必要な情報提供を実施

厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日

品川区保健所保健予防課



２．自殺企図者支援事業（インターネットゲートキーパー事業） 

(1) 事業概要

現在、自殺方法に関する情報をインターネット上で検索すると、無数に存在し、

自殺企図者は容易に実施方法等に関する情報の入手が可能である。

これらの単語をインターネットで検索する者は、10～30 歳代を中心とする 

年齢層が多く自殺のリスクが高いことから、バナーの検索機能を活用してメール

での相談に誘導し現実の相談に繋ぐことで、自殺を未然に防ぐことを目指す。

(2) 主な対象

自殺企図者（インターネットで自殺に関連する文言を検索した者）

(3) 実施方法及び開始時期

  事業委託、令和 3 年 12 月

(4) 事業の内容

相談メールを 24 時間受け付け、24 時間以内に相談員（臨床心理士・精神保健

福祉士等）がメールで返信するとともに、対象者が希望する限り継続して相談に

応じ、本人の悩みを受け止める。

また、必要な場合は、電話や面接での相談にも対応し、状況に応じて保健所や

福祉事務所等の支援機関に繋ぐ。

３．補正予算額 

歳出：4,866 千円

歳入：3,649 千円（国庫補助金）

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

補助率 3/4 


